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日　　程 診 療 時 間 名　称 所　在　地 電 話 番 号

休日応急診療 日曜日、祝日、
年末年始 午前 ９時～午後 ５時 小平市医

師会応急
診療所

学園東町
１－１９－１２
（健康センター内）

０４２（３４６）３７０６
（左記診療時間内）準夜応急診療 月曜～日曜日

（年中無休）
午後 ７時３０分～１０時３０分
（受付は１０時１５分まで）

※応急診療所の診療科目は内科と小児科です。高校生以下の受診は、保護者の同伴が必要です。健康保険証、各
種医療費受給者証を忘れずにお持ちください。

休日応急診療・準夜応急診療（内科・小児科）

日　　程 医療機関名 所　在　地 電 話 番 号
７ 月 ７ 日（日） はなみずき歯科医院 上水本町 １－ ７－ ４ ０４２（３２１）４６１８
７ 月１４日（日） 小 池 歯 科 医 院 津田町 ２－ ２－ ３　アークハイツ１０１ ０４２（３４９）７２１１
７ 月１５日（月・祝） 一 橋 学 園 歯 科 学園東町 ３－ ７－３５－ １ ０４２（３４５）８１８１
※車でお越しの際は、必ずお問い合わせください。また、医療機関は変更になる場合があります。

休日歯科応急診療医（診療時間：午前９時～午後５時）

東京消防庁救急相談
センター

＃７１１９（携帯電話、PHS、プッシュ回線から）
０４２（５２１）２３２３（ダイヤル回線から）

救急車を呼ぶべきか迷った場合の
相談・２４時間

小平消防署
病院・診療所案内 ０４２（３４１）０１１９ 救急医療機関の案内・２４時間

東京都医療機関案内
サービス（ひまわり） ０３（５２７２）０３０３ 診療中の医療機関の案内・２４時間

東京都による救急診療などの相談・案内

国
民
健
康
保
険
税
の

　
　
　
　
　
変
更
点

令
和
元
年
度

　
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
の
納
税

通
知
書
を
７
月
９
日
（
火
）
に
発
送
し
ま

す
。
今
年
度
の
国
保
税
の
変
更
点
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

▪
低
所
得
世
帯
へ
の
軽
減
を
拡
充

　
世
帯
主
と
加
入
者
の
総
所
得
金
額
な
ど

が
一
定
額
以
下
の
世
帯
に
対
し
て
、
均
等

割
額
を
軽
減
す
る
制
度
を
拡
充
し
ま
し
た

（
表
１
）。
該
当
世
帯
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
減
額
し
た
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

（
申
請
不
要
）。

▪
課
税
限
度
額
を
改
定

　
国
保
税
の
課
税
限
度
額
を
改
定
し
ま
し

た
（
表
２
）。

▪
旧
被
扶
養
者
に
係
る
減
免
期
間
の
変
更

　
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
た
方
が

令
和
元
年
度
か
ら

介
護
保
険
料
の

　
　
　
軽
減
を
強
化

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
（
所
得
段
階

が
第
１
〜
３
段
階
の
方
）
は
、
予
定
さ
れ

る
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
給
付

費
の
５
割
を
公
費
で
負
担
す
る
こ
と
に
加

え
、
国
、
都
、
市
が
さ
ら
に
公
費
で
負
担

す
る
こ
と
で
、
介
護
保
険
料
が
軽
減
さ
れ

ま
す
（
下
表
、
申
請
不
要
）。

※
令
和
元
年
度
の
保
険
料
は
、
平
成
３０
年

中
の
所
得
等
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

▪
保
険
料
額
決
定
通
知
書
・
納
入
通
知
書

を
発
送

　
６５
歳
以
上
の
方
に
、
介
護
保
険
料
額
決

定
通
知
書
と
納
入
通
知
書
を
７
月
８
日

（
月
）に
発
送
し
ま
す
。届
き
ま
し
た
ら
、

保
険
料
額
の
計
算
方
法
や
納
付
方
法
な
ど

内
容
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

▪
保
険
料
の
減
免
制
度

　
低
所
得
者
で
、
特
に
生
計
を
立
て
る
こ

と
が
困
難
な
方
の
た
め
に
、
保
険
料
を
減

免
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
災
害
や
、
そ

の
世
帯
で
主
に
生
計
を
支
え
て
い
た
方
の

死
亡
・
長
期
入
院
な
ど
で
、
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
難
し
い
方
、
そ
の
ほ
か
、
市

で
定
め
る
基
準
に
該
当
し
、
対
象
要
件
を

満
た
す
方
は
、
減
免
の
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
減
免
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

申
請
書
な
ど
の
提
出
が
必
要
で
す
。

問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
１
０

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
を

お

持

ち

の

方

　
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
、
９
月

の
更
新
に
必
要
な
書
類
で
す
の
で
、
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
東
京
バ
ス
協
会
☎
０３
（
５
３
０

８
）
６
９
５
０

介

護

保

険

負
担
割
合
証
を
発
送

要
介
護・
要
支
援
認
定
な
ど
を

受
け
て
い
る
方
へ

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
な
ど
を
受
け
て

い
る
方
に
、
８
月
１
日
以
降
適
用
の
介
護

保
険
負
担
割
合
証
を
、
７
月
８
日
（
月
）

に
発
送
し
ま
す
（
申
請
不
要
）。
届
き
ま

し
た
ら
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
や
施
設
へ
の

提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
今
回
お
知
ら
せ
す
る
負
担
割
合
（
１

割
、
２
割
ま
た
は
３
割
）
は
平
成
３０
年
中

の
収
入
・
所
得
を
も
と
に
判
定
し
て
い
ま

す
。

▪
２
割
負
担
と
な
る
方

　
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
百
６０
万
円
以

上
の
方
で
、
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計

所
得
金
額
（
合
計
所
得
金
額
か
ら
年
金
の

雑
所
得
を
除
い
た
金
額
）
の
合
計
が
単
身

で
２
百
８０
万
円
以
上
の
方
、
ま
た
は
、
６５

歳
以
上
の
方
が
２
人
以
上
い
る
世
帯
で
３

百
４６
万
円
以
上
の
方
。

▪
３
割
負
担
と
な
る
方

　
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
２
百
２０
万
円

以
上
の
方
で
、
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合

計
所
得
金
額
の
合
計
が
単
身
で
３
百
４０
万

円
以
上
、
ま
た
は
、
６５
歳
以
上
の
方
が
２

人
以
上
い
る
世
帯
で
４
百
６３
万
円
以
上
の

方
。

問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
１
０

高
齢
者

生
活
状
況
ア
ン
ケ
ー
ト
に

　
　
　
　
　
　
ご
協
力
を

　
６５
歳
以
上
の
対
象
者
に
、
介
護
予
防
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
発
送
し
ま
し
た
。

届
い
た
方
は
、
回
答
へ
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
３
９

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し
、
被
扶

養
者
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場

合
、
６５
歳
以
上
の
被
扶
養
者
は
、
所
得
割

額
は
か
か
ら
ず
均
等
割
額
は
半
額
に
な
り

ま
す
が
、
均
等
割
額
が
半
額
に
な
る
期
間

納
付
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
納

期
限
か
ら
３５
日
を
経
過
す
る
と
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア

プ
リ
で
の
納
付
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

２
６国

民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
を
発
送

　
７０
歳
か
ら
７４
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
方
が
使
用
で
き
る
高
齢

受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、
７
月
３１
日
で

す
。
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
金
の
割

合
を
判
定
し
、
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き

る
高
齢
受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
発
送
し

ま
す
。

　
医
療
機
関
で
は
、
保
険
証
と
高
齢
受
給

者
証
を
合
わ
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
２
９

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
を

８
月
１
日
に
更
新

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

▪
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
（
減
額
認
定
証
）

　
す
で
に
交
付
さ
れ
て
い
る
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
に
は
、
新
し
い
減
額
認
定
証

を
７
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。
改
め
て
申

請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提

示
す
る
と
、
保
険
適
用
の
医
療
費
の
自
己

負
担
限
度
額
が
適
用
さ
れ
、
入
院
時
の
食

費
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
で
、
ま
だ
お
持
ち
で
な
い
方
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▪
自
己
負
担
割
合
が
３
割
の
方
の
限
度
額

適
用
認
定
証
（
限
度
額
認
定
証
）

　
す
で
に
交
付
さ
れ
て
い
て
、
同
じ
世
帯

の
被
保
険
者
全
員
の
住
民
税
課
税
所
得
が

い
ず
れ
も
６
百
９０
万
円
未
満
の
方
は
、
新

し
い
限
度
額
認
定
証
を
７
月
下
旬
に
発
送

し
ま
す
の
で
、
改
め
て
申
請
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
限
度
額
認
定
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に

提
示
す
る
と
、
保
険
適
用
の
医
療
費
の
自

己
負
担
限
度
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
交
付

を
希
望
す
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
８

猛
暑
時
は
公
共
施
設
へ

熱
中
症
対
策

　
日
中
、
猛
暑
時
の
一
時
的
な
避
難
場
所

と
し
て
、地
域
セ
ン
タ
ー
、ほ
の
ぼ
の
館
、

さ
わ
や
か
館
、
福
祉
会
館
な
ど
の
施
設
を

９
月
１３
日
（
金
）
ま
で
開
放
し
ま
す
。

問
合
せ　
健
康
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
（
３
４

６
）
３
７
０
０

プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
を
開
設

　
１０
月
か
ら
の
消
費
税
増
税
に
合
わ
せ
、

住
民
税
が
非
課
税
の
方
と
乳
幼
児
が
い
る

子
育
て
世
帯
に
１０
月
１
日
か
ら
使
え
る
プ

レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
を
販
売
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、８
月
上
旬
に
発
行
予
定
の
市

報
臨
時
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ま
た
、
国
と
小
平
市
で
は
プ
レ
ミ
ア
ム

付
き
商
品
券
の
販
売
に
あ
た
り
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
を
開
設
し
ま
し
た
。
ご
不
明
な
点

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
▽
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
購

入
の
た
め
の
申
請
、
手
続
き
の
方
法
…
小

平
市
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
０
（
３
０
８

５
）
６
８
２
６
（
平
日
の
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
）

▽
制
度
全
般
…
内
閣
府
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
（
０２
）
２
０
３
６
（
平
日
の
午

前
９
時
〜
午
後
６
時
）

乳幼児の教室・相談などの日程
問合せ（申込み）　健康センター　〒１８７－００４３　学園東町一丁目１９番１２号　☎０４２（３４６）３７０１

と　き 対　象 持ち物 定員・申込み

ステップアップ
離 乳 食

７ 月１９日（金）
ステップ １…午後 １時３０分から
ステップ ２…午後 ２時３０分から
ステップ ３…午前 ９時４５分から
ステップ ４…午前１０時４５分から

市内在住の方
（ステップごと
に対象が異なる
（下記参照））

母子健康手帳 当日、会場へ

乳 幼 児 健 診
Ｂ Ｃ Ｇ 接 種

３ ～ ４ か月児・ １歳 ６ か月児・ ３歳児健康診査、 ５歳児歯科健診、ＢＣＧ集団予防
接種などの案内は個別に送付しています。転入の方など届いていない場合や受けて
いない場合はお問い合わせください。

※会場は健康センター。車での来場はご遠慮ください。
※ステップ １… ５・ ６ か月児、ステップ ２… ７・ ８ か月児、ステップ ３… ９ ～１１か月児、ステップ ４…
１歳～ １歳 ６か月児。

所得段階 対象者
年間保険料額

軽減前 軽減後

第 １段階

本人と世帯全員が
市民税非課税

生活保護受給者、中国残留邦人等の支
援給付受給者、老齢福祉年金の受給
者、前年の合計所得金額（公的年金等
の所得を除く）＋前年の公的年金等の
収入金額が８０万円以下

２８，６００円 ２０，６００円

第 ２段階
前年の合計所得金額（公的年金等の所
得を除く）＋前年の公的年金等の収入
金額が８０万円超え１２０万円以下

４１，３００円 ３３，３００円

第 ３段階
前年の合計所得金額（公的年金等の所
得を除く）＋前年の公的年金等の収入
金額が１２０万円超え

４４，５００円 ４２，９００円

表 １ 　低所得世帯への軽減基準所得額
令和元年度 平成３０年度

７割軽減 ３３万円以下（変更なし） ３３万円以下

５割軽減 ３３万円＋２８万円×被保険
者数　以下

３３万円＋２７万 ５ 千円×被
保険者数　以下

２割軽減 ３３万円＋５１万円×被保険
者数　以下

３３万円＋５０万円×被保険
者数　以下

表 ２ 　課税限度額
医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分

令和元年度 ５８万円 １９万円
（変更なし）

１６万円
（変更なし）

平成３０年度 ５４万円 １９万円 １６万円

が
最
長
で
２
年
間
に
変
更
に
な
り
ま
し

た
。
す
で
に
２
年
間
を
経
過
し
て
い
る
方

は
、
今
年
度
の
税
額
か
ら
均
等
割
額
の
減

免
が
な
く
な
り
ま
す
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
０

７
月
３１
日
（
水
）
ま
で
に

納

税

を

　
国
民
健
康
保
険
税
（
第
１
期
）
の
納
付

は
、
７
月
３１
日
（
水
）
ま
で
で
す
。
納
付

方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
２
面
の
今
月
の
税

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
、
郵
便
局
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の


